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※１ ケアプランを利用者が作成することもできますが、このときも区役所の介護保険担当へケアプランを自己作成する旨の届け出が必要です。
※２ 事業対象者（基本チェックリストに該当した方）は、総合事業のサービスのうち、短期集中型のサービス（サポート型訪問サービス、選択型通所サー

ビス）を利用することができます。総合事業については、13ページをご参照ください。
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地域包括支援
センター等

目標を達成するため
の支援メニューを利
用者・家族とサービス
担当者で検討します。

サービス担当者
との話し合い

選択型通所サー
ビス事業の利用
希望者へ参加の
適否を判定します。
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からだの元気度
（ご自身の生活
や健康状態）を
チェックします。

利用者の心身の
状態や環境、生活
状況などを把握し、
課題を分析します。
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